
高知県指定野菜価格安定対策事業費補助金交付要綱一部改正新旧対照表

改 正 後 改 正 前

第１条～第 12 条 （省略）

附 則

１ この要綱は、昭和 61年 11月７日から施行し、昭和 61年４月１日か
ら適用する。

２ この要綱は、令和７年５月 31日限り、その効力を失う。ただし、こ
の要綱に基づき交付された補助金について、第７条、第 11条及び第 12
条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

附 則

１ この要綱は、平成９年４月１日から適用する。

附 則

１ この要綱は、平成 14年４月１日から適用する。
附 則

１ この要綱は、平成 15年 10月１日から適用する。
附 則

１ この要綱は、平成 18年４月 24日から施行し、平成 18年４月１日か
ら適用する。

附 則

１ この要綱は、平成 19年 12月 21日から施行し、平成 19年８月 31日
から適用する。

附 則

１ この要綱は、平成 22年３月１日から施行し、平成 21年６月１日から
適用する。

第１条～第 12 条 （省略）

（附 則）

１ この要綱は、昭和 61年 11月７日から施行し、昭和 61年４月１日か
ら適用する。

（附 則）

１ この要綱は、平成９年４月１日から適用する。

（附 則）

１ この要綱は、平成 14年４月１日から適用する。
（附 則）

１ この要綱は、平成 15年 10月１日から適用する。
（附 則）

１ この要綱は、平成 18年４月 24日から施行し、平成 18年４月１日か
ら適用する。

（附 則）

１ この要綱は、平成 19年 12月 21日から施行し、平成 19年８月 31日
から適用する。

（附 則）

１ この要綱は、平成 22年３月１日から施行し、平成 21年６月１日から
適用する。



改 正 後 改 正 前

附 則

１ この要綱は、平成 24年４月１日から施行する。
附 則

１ この要綱は、平成 24年 11月 21日から施行する。
附 則

１ この要綱は、平成 27年６月１日から施行する。
附 則

１ この要綱は、平成 30年 10月 24日から施行する。
附 則

１ この要綱は、令和２年２月 17日から施行する。
附 則

１ この要綱は、令和２年 10月 19日から施行する。
附 則

１ この要綱は、令和４年３月８日から施行する。

別表第１～第２（省略）

（附 則）

１ この要綱は、平成 24年４月１日から施行する。
（附 則）

１ この要綱は、平成 24年 11月 21日から施行する。
（附 則）

１ この要綱は、平成 27年６月１日から施行する。
（附 則）

１ この要綱は、平成 30年 10月 24日から施行する。
（附 則）

１ この要綱は、令和２年２月 17日から施行する。
（附 則）

１ この要綱は、令和２年 10月 19日から施行する。

別表第１～第２（省略）



改 正 後 改 正 前

別記

第１号様式

２～６（省略）

別記

第１号様式

２～６（省略）

別記

第１号様式（第５条関係）

第 号

年 月 日

高知県知事 様

住 所

公益社団法人高知県青果物基金協会

理事長 氏 名

（生年月日 ）

年度高知県指定野菜価格安定対策事業費補助金交付申請書

下記のとおり指定野菜価格安定対策事業を実施したいので、高知県指定野菜価格安定

対策事業費補助金交付要綱第５条の規定により、補助金 円の交付を申請しま

す。

記

１ 事業の目的

別記

第１号様式（第５条関係）

第 号

年 月 日

高知県知事 様

住 所

公益社団法人高知県青果物基金協会

理事長 氏 名 印

（生年月日 ）

年度高知県指定野菜価格安定対策事業費補助金交付申請書

下記のとおり指定野菜価格安定対策事業を実施したいので、高知県指定野菜価格安定

対策事業費補助金交付要綱第５条の規定により、補助金 円の交付を申請しま

す。

記

１ 事業の目的



改 正 後 改 正 前

第２号様式 第２号様式

第２号様式（第５条関係）

第 号

年 月 日

高知県知事 様

住 所

公益社団法人高知県青果物基金協会

理事長 氏 名 印

県税の納税義務がない旨の申立書

このことについて、高知県指定野菜価格安定対策事業費補助金交付要綱第５条の規

定に基づき、下記の通り申し立てます。

記

高知県に納付すべき県税の納税義務はありません。

第２号様式（第５条関係）

第 号

年 月 日

高知県知事 様

住 所

公益社団法人高知県青果物基金協会

理事長 氏 名

県税の納税義務がない旨の申立書

このことについて、高知県指定野菜価格安定対策事業費補助金交付要綱第５条の規

定に基づき、下記の通り申し立てます。

記

高知県に納付すべき県税の納税義務はありません。



改 正 後 改 正 前

第３号様式 第３号様式

第３号様式（第８条関係）

第 号

年 月 日

高知県知事 様

住 所

公益社団法人高知県青果物基金協会

理事長 氏 名

年度高知県指定野菜価格安定対策事業費補助金変更承認申請書

年 月 日付け 第 号で補助金の交付の決定通知がありまし

た 年度指定野菜価格安定対策事業について、下記のとおり変更したいので、高

知県指定野菜価格安定対策事業費補助金交付要綱第８条の規定により、申請します。

記

（省略）

第３号様式（第８条関係）

第 号

年 月 日

高知県知事 様

住 所

公益社団法人高知県青果物基金協会

理事長 氏 名 印

年度高知県指定野菜価格安定対策事業費補助金変更承認申請書

年 月 日付け 第 号で補助金の交付の決定通知がありまし

た 年度指定野菜価格安定対策事業について、下記のとおり変更したいので、高

知県指定野菜価格安定対策事業費補助金交付要綱第８条の規定により、申請します。

記

（省略）



改 正 後 改 正 前

第４号様式 第４号様式

第４号様式（第９条関係）

第 号

年 月 日

高知県知事 様

住 所

公益社団法人高知県青果物基金協会

理事長 氏 名 印

年度高知県指定野菜価格安定対策事業実績報告書

年 月 日付け 第 号で補助金の（変更）交付の決定通

知がありました指定野菜価格安定対策事業については、下記のとおり実施しましたの

で、高知県指定野菜価格安定対策事業補助金交付要綱第９条の規定により、その実績を

報告します。

記

（注） この様式の記載要領は、別記第１号様式に準ずるものとします。ただし、添付

書類については、申請時以降に変更がある場合についてのみ添えてください。

第４号様式（第９条関係）

第 号

年 月 日

高知県知事 様

住 所

公益社団法人高知県青果物基金協会

理事長 氏 名

年度高知県指定野菜価格安定対策事業実績報告書

年 月 日付け 第 号で補助金の（変更）交付の決定通

知がありました 年度指定野菜価格安定対策事業については、下記のとおり実施し

ましたので、高知県指定野菜価格安定対策事業補助金交付要綱第９条の規定により、そ

の実績を報告します。

記

（注） この様式の記載要領は、別記第１号様式に準ずるものとします。ただし、添付

書類については、申請時以降に変更がある場合についてのみ添えてください。



改 正 後 改 正 前

第５号様式 第５号様式

第５号様式（第 10条関係）

第 号

年 月 日

高知県知事 様

住 所

公益社団法人高知県青果物基金協会

理事長 氏 名 印

年度高知県指定野菜価格安定対策事業費補助金概算払請求書

年 月 日付け 第 号で補助金の（変更）交付の決定通知が

ありました 年度指定野菜価格安定対策事業について、下記により金 円

を概算払により交付されたく高知県指定野菜価格安定対策事業費補助金交付要綱第 10条
の規定により、申請します。

記

補助金交付決定額 円

既交付額 円

今回請求額 円

残額 円

第５号様式（第 10条関係）

第 号

年 月 日

高知県知事 様

住 所

公益社団法人高知県青果物基金協会

理事長 氏 名

年度高知県指定野菜価格安定対策事業費補助金概算払請求書

年 月 日付け 第 号で補助金の（変更）交付の決定通知が

ありました 年度指定野菜価格安定対策事業について、下記により金 円

を概算払により交付されたく高知県指定野菜価格安定対策事業費補助金交付要綱第 10条
の規定により、申請します。

記

補助金交付決定額 円

既交付額 円

今回請求額 円

残額 円


